
補

正

予

算

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
（
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
11

号
）
）
【
全
員
賛
成
・
承
認
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係

る
対
策
と
し
て
、
市
の
取
り
組
み
を
早

急
に
実
施
す
る
た
め
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
に
１
億
６
０
４
８
万
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
７
５
１
億
５
７
３
５
万

円
と
し
た
。

◎
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
10
億
４
３

８
２
万
円
を
減
額
し
、
予
算
の
総
額
を

７
４
１
億
１
３
５
３
万
円
と
し
た
。

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
３
億
８
６
８

６
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
１

２
３
億
１
０
９
２
万
円
と
し
た
。

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

保
険
事
業
勘
定
の
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
６
６
６
８
万
円
を
減
額
し
、
予

算
の
総
額
を
74
億
４
６
１
６
万
円
と
し

た
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
の
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
２
２
９
万
円
を
減
額

し
、
予
算
の
総
額
を
11
億
４
７
８
２
万

円
と
し
た
。

◎
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
４
５
９
１
万

円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
17
億
６

２
５
４
万
円
と
し
た
。

◎
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

収
益
的
収
入
の
予
定
額
か
ら
３
億
２

９
２
７
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を
36
億

７
６
７
０
万
５
千
円
と
し
た
。

　

収
益
的
支
出
の
予
定
額
に
２
億
２
８

６
７
万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
37
億
３

９
７
４
万
円
と
し
た
。

　

資
本
的
収
入
の
予
定
額
に
７
４
１
１

万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
６
億
２
１
６

９
万
１
千
円
と
し
た
。

　

資
本
的
支
出
の
予
定
額
か
ら
４
１
８

４
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を
13
億
７
８

２
９
万
円
と
し
た
。

令
和
４
年
度
当
初
予
算

◎
一
般
会
計
予
算

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

総
額
を
６
８
２
億
円
と
し
た
。

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

総
額
を
１
１
６
億
７
２
０
０
万
円
と

し
た
。

◎
墓
地
公
園
事
業
特
別
会
計
予
算

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

総
額
を
３
億
５
７
０
０
万
円
と
し
た
。

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

保
険
事
業
勘
定
の
総
額
を
77
億
９
０

０
万
円
と
し
た
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
の
総
額
を

10
億
９
２
０
０
万
円
と
し
た
。

◎
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

総
額
を
18
億
９
４
０
０
万
円
と
し
た
。

◎
下
水
道
事
業
会
計
予
算

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

収
益
的
収
入
の
予
定
額
の
総
額
を
37

億
１
５
０
０
万
円
と
し
た
。

　

収
益
的
支
出
の
予
定
額
の
総
額
を
36

億
５
０
０
万
円
と
し
た
。

　

資
本
的
収
入
の
予
定
額
の
総
額
を
10

億
３
９
０
０
万
円
と
し
た
。

　

資
本
的
支
出
の
予
定
額
の
総
額
を
15

億
９
８
０
０
万
円
と
し
た
。

条

例

の

制

定

◎
行
政
評
価
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

行
政
改
革
の
推
進
の
重
要
性
に
鑑
み
、

行
政
評
価
の
基
本
原
則
及
び
行
政
評
価

に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行

政
運
営
の
透
明
性
を
確
保
し
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行
う
た
め
、

制
定
し
た
。

◎
附
属
機
関
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

又
は
他
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

地
方
自
治
法
第
１
３
８
条
の
４
第
３
項

及
び
第
２
０
２
条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
市
の
附
属
機
関
の
設
置
等
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
制

定
し
た
。

◎
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則
を
明
ら
か

に
し
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
制

定
し
た
。

◎
行
政
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

浦
安
市
に
お
け
る
行
政
運
営
の
基
本

原
則
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
行

政
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
信
頼
に
応

え
、
浦
安
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に

基
づ
く
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
行
政

運
営
を
確
立
す
る
た
め
、
制
定
し
た
。

 

※
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

※令和４年第１回定例会は下記の日程で行われました。

月 

日

曜
日

日　
　

程

２
月
15
日

火

開
会
、

会
期
の
決
定
、

提
案
理
由
の
説
明

25
日

金

会
派
代
表
質
問
、

議
案
各
委
員
会
付
託
、

人
事
議
案
審
議

28
日

３
月
１
日

月火

教
育
民
生
常
任
委
員
会

２
日

３
日

水木

都
市
経
済
常
任
委
員
会

４
日

金

総
務
常
任
委
員
会
、

発
議
第
１
号
審
議
、

連
合
審
査
会

７
日

８
日

月火

総
務
常
任
委
員
会

11
日

金

委
員
長
報
告
に
対
す
る

質
疑
・
討
論
・
採
決
、

一
般
質
問

14
日

月

一
般
質
問
、

議
案
第
41
号
審
議
、

発
議
第
２
号
審
議
、

閉
会

日の出明海前面護岸開放に向けて進むスロープ工事

市
民
の
信
頼
と
期
待
に
応
え
う
る
議
会
構
築
に
向
け

議
会
基
本
条
例
を
議
員
発
議
し
、
全
員
賛
成
で
可
決

義
務
教
育
に
係
る
保
護
者
へ
一
層
の
支
援
充
実
を
図
る
た
め
、

市
立
小
学
校
６
年
生
と
市
立
中
学
校
３
年
生
の
給
食
費
を
免
除

す
る
な
ど
を
規
定
し
た
条
例
制
定
を
全
員
賛
成
で
可
決

　

令
和
４
年
第
１
回
定
例
会
を
２
月
15
日
よ
り
３
月
14
日
ま
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
補
正
予
算
６
件
、
当
初
予
算
６
件
、
条
例
の

制
定
７
件
、
条
例
の
一
部
改
正
16
件
、
条
例
の
廃
止
１
件
、
契
約
の
締
結
１
件
、
契
約
の
変

更
１
件
、
人
事
案
件
５
件
、
そ
の
他
２
件
を
審
議
し
、
45
議
案
を
可
決
し
た
ほ
か
、
議
員
発

議
が
２
件
あ
り
可
決
し
ま
し
た
。

市議会をインターネットで放映中

　本会議開催中は生中継で、会議終了後は録画放送でご覧いただけます。

　またケーブルテレビ「(株)ジェイコム」では、本会議における「提案理由の説明及び会派

代表総括質疑（第１回定例会は会派代表質問）」の会議開催の３日後の18時、４日後の13

時に放映しています。
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※ 

定
例
会
の
予
定
は
、
議
会
運
営
委
員
会

で
決
定
さ
れ
る
た
め
、
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
決
定
さ
れ
た
日
程
は
、

市
役
所
や
公
民
館
等
に
掲
示
し
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
ま
す
。

令和４年 第２回定例会の予定
6
月

 

1
日

水

議
会
運
営
委
員
会

3
日

金

本
会
議

（
提
案
理
由
の
説
明
）

6
月

 

10
日

金

本
会
議

（
会
派
代
表
総
括
質
疑
）

13
日

月

都
市
経
済
常
任
委
員
会

14
日

火

総
務
常
任
委
員
会

15
日

水

教
育
民
生
常
任
委
員
会

20
日

月

本
会
議（
一
般
質
問
）

21
日

火

本
会
議（
一
般
質
問
）

22
日

水

本
会
議（
一
般
質
問
）

23
日

木

本
会
議（
一
般
質
問
）

24
日

金

本
会
議（
一
般
質
問
）

（
質
疑
・
討
論
・
採
決
）

◎
健
全
な
財
政
運
営
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

財
政
運
営
の
基
本
原
則
及
び
基
本
的

な
考
え
方
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
将

来
に
わ
た
っ
て
健
全
で
安
定
し
た
財
政

運
営
の
堅
持
に
資
す
る
た
め
、
制
定
し

た
。

◎
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
基
本
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
関
し
、
基
本

理
念
を
定
め
、
市
の
責
務
、
市
民
、
事

業
者
及
び
関
係
機
関
の
役
割
並
び
に
家

族
等
の
取
組
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
必
要
な
基

本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

認
知
症
の
人
及
び
そ
の
家
族
等
を
含
む

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
の
中
で
、
地

域
の
主
体
的
な
一
員
と
し
て
希
望
す
る

暮
ら
し
を
実
現
し
、
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る

た
め
、
制
定
し
た
。

◎
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費

の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

学
校
給
食
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

市
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
施
及
び
学

校
給
食
費
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
た
め
、
制
定
し
た
。

条

例

の

一

部

改

正

◎
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

浦
安
市
附
属
機
関
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
伴
い
新
た
に
設
置
す

る
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
の
額
を

定
め
、
消
防
団
の
報
酬
及
び
旅
費
の
額

を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要

の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

職
員
が
本
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る

住
宅
を
借
り
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い

て
住
居
手
当
の
額
を
加
算
し
、
及
び
55

歳
以
上
の
職
員
の
昇
給
の
基
準
に
関
す

る
特
例
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
っ
た
。

◎
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
及
び
部
分

休
業
の
取
得
要
件
を
改
め
る
と
と
も
に
、

妊
娠
又
は
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
及
び
育

児
休
業
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関

す
る
措
置
を
定
め
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
っ
た
。

◎
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の

額
を
改
定
す
る
た
め
、
改
正
を
行
っ
た
。

◎
重
度
心
身
障
が
い
者
手
当
支
給
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

重
度
心
身
障
が
い
者
に
対
す
る
手
当

の
支
給
手
続
に
関
し
、
認
定
、
届
出
、

調
査
等
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
心
身
障
が
い
児
手
当
支
給
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

心
身
障
が
い
児
に
対
す
る
手
当
の
支

給
手
続
に
関
し
、
認
定
、
届
出
、
調
査

等
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の

他
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
発
達
障
が
い
者
等
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

発
達
障
が
い
者
等
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ

せ
る
と
と
も
に
、
一
般
相
談
支
援
事
業

等
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
っ
た
。

◎
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

一
般
相
談
支
援
事
業
等
を
廃
止
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行

っ
た
。

◎
身
体
障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

身
体
障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
行

う
事
業
に
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

指
定
有
形
文
化
財
住
宅
の
管
理
を
教

育
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

条

約

の

廃

止

◎
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
給
与

の
特
例
を
廃
止
す
る
た
め
、
制
定
し
た
。

契

約

の

締

結

◎
富
岡
中
学
校
校
舎
建
築
改
修
工
事
の

請
負
に
つ
い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

富
岡
中
学
校
校
舎
建
築
改
修
工
事
を

行
う
た
め
の
工
事
請
負
契
約
を
、
株
式

会
社
ウ
ラ
タ
と
２
億
６
１
１
０
万
７
千

円
で
締
結
し
た
。

契

約

の

変

更

◎
斎
場
増
築
棟
建
築
工
事
の
請
負
に
つ

い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

契
約
金
額
を
２
億
５
０
２
５
万
円
か

ら
２
億
７
８
３
０
万
円
に
変
更
し
た
。

人

事

案

件

◎
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
同
意
】

　

石
黒
真
平
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　

志
摩
一
美
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　

塩
谷
祐
司
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　

馬
場
眞
知
子
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
適
任
】

　

齋
藤
潤
子
氏
を
適
任
と
認
め
た
。

そ

の

他

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
浦
安
市
墓
地
公
園
の
指
定
管
理
者
）

に
関
す
る
議
決
案
件
の
訂
正
）

【
全
員
賛
成
・
承
認
】

　

令
和
３
年
浦
安
市
議
会
第
４
回
定
例

会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
案
第
17
号

に
つ
い
て
、
そ
の
議
決
さ
れ
た
議
案
内

容
の
う
ち
、
当
該
指
定
管
理
者
に
管
理

を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
所
在
地
が
誤

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
誤
り
を
訂

正
し
た
。

◎
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

市
道
第
10
︱
13
号
線
な
い
し
10
︱
17

号
線
を
認
定
し
た
。

発

議

◎
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍

事
侵
攻
を
強
く
非
難
し
、
世
界
の
恒
久

平
和
と
安
寧
を
求
め
る
決
議

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

◎
議
会
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

報

告

◎
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
訴
え
の
提
起
１
件
）

◎
寄
附
受
入
れ
に
つ
い
て
の
報
告

（
令
和
３
年
11
月
１
日
～
令
和
３
年
12

月
31
日
）

◎
定
期
監
査
の
結
果
報
告

（
教
育
総
務
部
、
小
中
学
校
）

◎
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告

（
10
月
、
11
月
、
12
月
分
）

◎
財
政
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
報
告

の
法
律
第
77
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定

す
る
事
業
を
加
え
、
生
活
介
護
に
関
す

る
事
業
等
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
行
っ
た
。

◎
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

浦
安
市
介
護
保
険
運
営
協
議
会
の
所

掌
事
務
に
つ
い
て
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
及
び
運
営
等
に
関
す
る

事
項
を
明
確
化
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
っ
た
。

◎
救
急
医
療
体
制
維
持
確
保
臨
時
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

浦
安
市
救
急
医
療
体
制
維
持
確
保
臨

時
基
金
条
例
の
失
効
の
規
定
を
廃
止
す

る
た
め
、
改
正
を
行
っ
た
。

◎
斎
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

新
た
に
式
場
４
及
び
控
室
４
の
使
用

料
の
額
を
定
め
、
火
葬
待
合
室
の
使
用

料
の
額
を
改
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他

所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数
・
可
決
】

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

す
る
法
律
及
び
住
宅
の
品
質
確
保
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
等

の
事
務
に
係
る
手
数
料
の
区
分
及
び
額

を
改
め
る
と
と
も
に
規
定
の
整
備
を
行

う
た
め
、
改
正
を
行
っ
た
。

◎
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
服
務
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

団
員
が
災
害
、
特
別
警
戒
、
訓
練
等

の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
出
動
報
酬

を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要

の
改
正
を
行
っ
た
。

◎
消
防
長
及
び
消
防
署
長
の
資
格
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
【
全
員
賛
成
・
可
決
】

　

消
防
署
長
の
資
格
を
、
本
市
の
消
防

吏
員
と
し
て
消
防
事
務
に
従
事
し
た
者

で
、
消
防
司
令
長
以
上
の
階
級
に
１
年

以
上
あ
っ
た
も
の
と
す
る
た
め
、
改
正

を
行
っ
た
。

◎
指
定
有
形
文
化
財
住
宅
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

お 知 ら せ

○議員の辞職について

令和４年２月８日付けで、今泉浩一議員が辞職しました。

○会派の解散について

令和４年２月８日付けで、会派「浦安の夢」が解散しました。
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千
葉
県
の
新
総
合
計
画
案
に
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
、

今
後
、
策
定
す
る
各
種
計
画
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
が
、
県
が

取
り
組
む
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
に
対
す
る

本
市
の
認
識
と
見
解
を
伺
い
た
い
。

　

企
画
部
長　

千
葉
県
の
新
総
合　

計
画
の
中
で
は
、
総
合
計
画
に
掲

げ
る
政
策
、
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る

こ
と
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
目
指
す
社
会
の
実

現
に
つ
な
が
る
と
記
載
し
て
い
る
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
答
弁

し
て
き
た
と
お
り
、
総
合
計
画
に
掲
げ

る
将
来
都
市
像
「
人
が
輝
き
躍
動
す
る

ま
ち
・
浦
安
～
す
べ
て
の
市
民
の
幸
せ

の
た
め
に
～
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い

く
こ
と
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
り
、
千
葉
県
と
同
じ
方
向

性
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

問

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て

答

吉

村

啓

治

（
市
民
の
会
）

　

不
妊
治
療
に
つ
い
て
令
和
４
年

４
月
か
ら
の
制
度
変
更
の
時
期
を

起
点
と
し
て
、
今
後
の
不
妊
治
療
、
不

育
症
の
支
援
の
在
り
方
を
伺
い
た
い
。

　

副
市
長　

市
で
は
こ
れ
ま
で
、

不
妊
に
悩
む
方
々
の
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
特
定
不
妊
治
療
費
、

男
性
不
妊
治
療
費
、
不
育
症
治
療
費
な

ど
を
、
国
の
制
度
を
踏
ま
え
助
成
を
行

っ
て
き
た
。
令
和
４
年
４
月
か
ら
は
、

特
定
不
妊
治
療
費
と
男
性
不
妊
治
療
費

は
公
的
保
険
の
適
用
と
な
る
た
め
、
助

成
は
行
わ
な
い
。
な
お
、
不
育
症
治
療

費
助
成
な
ど
は
、
公
的
保
険
の
適
用
と

な
ら
な
い
一
部
の
治
療
費
等
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
度
も
引
き
続
き
助
成
を
行
っ

て
い
く
。
制
度
変
更
を
機
に
、
不
妊
治

療
等
へ
の
社
会
的
な
認
知
が
さ
ら
に
進

む
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

柳

毅

一

郎

（
自
由
民
主
党
・
　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

問答

不
妊
治
療
に
つ
い
て

不
妊
治
療
に
つ
い
て

　

第
１
次
実
施
計
画
に
掲
げ
る
事

業
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
度
末
時

点
で
の
進
捗
状
況
を
伺
い
た
い
。

　

企
画
部
長　

第
１
次
実
施
計
画

に
掲
げ
る
１
４
２
事
業
の
う
ち
、

令
和
２
年
度
か
ら
具
体
的
な
年
次
計
画

を
示
し
た
89
事
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
、
計
画
ど
お
り
進
ん
で
い
る
事
業
が

57
事
業
、
約
64
％
、
若
干
遅
れ
て
い
る

事
業
が
20
事
業
、
約
22
％
と
な
る
。

　

一
方
、
未
実
施
ま
た
は
先
送
り
し
た

事
業
が
12
事
業
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
感

染
拡
大
に
伴
う
税
収
減
や
、
感
染
対
策

に
関
わ
る
財
源
確
保
の
必
要
性
か
ら
事

業
を
停
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

全
体
的
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
等
に
よ
り
遅
れ
て
い
る
事
業

も
あ
る
が
、
８
割
以
上
の
事
業
に
つ
い

て
進
捗
が
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

問
第
一
次
実
施
計
画
の
進

第
一
次
実
施
計
画
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て

捗
状
況
に
つ
い
て

答

深

津

徳

則

（
自
由
民
主
党
・
　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

一 般 質 問
　今定例会では、新型コロナウイルス感染症対策のため、答弁時間を含め１人

30分として、３月11日・14日の２日間にわたり12人の議員が質問し、市政全般

に対して活発な論議を展開しました。

　ここでは、質問者順にその一部を掲載いたします。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
サ
テ

ラ
イ
ト
事
業
の
令
和
３
年
度
に
実

施
し
た
モ
デ
ル
事
業
に
つ
い
て
、
成
果

と
課
題
を
伺
い
た
い
。

　

市
長　

こ
の
モ
デ
ル
事
業
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
半

径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
の
外
に
あ
る
方
々

を
対
象
に
、
そ
こ
に
位
置
す
る
市
内
９

か
所
の
自
治
会
エ
リ
ア
に
お
い
て
実
施

し
て
い
る
。
成
果
と
し
て
は
、
地
域
の

方
々
と
顔
が
見
え
る
関
係
性
が
構
築
で

き
た
こ
と
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
を
地
域
の
課
題
と
し
て
捉
え
る
と
い

っ
た
機
運
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
課
題
に
つ
い
て
は
、
地

域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
柔
軟
な
対
応
が

で
き
る
体
制
を
確
立
し
、
さ
ら
に
サ
テ

ラ
イ
ト
の
事
業
を
多
く
の
方
に
知
っ
て

も
ら
う
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

問
高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

答

芦

田

由

江

（
う
ら
や
す
み
ら
い
）

　

高
齢
化
に
よ
る
社
会
保
障
等
の

義
務
的
経
費
の
増
加
へ
の
備
え
が

必
要
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
市

の
取
り
組
み
を
伺
い
た
い
。

　

副
市
長　

総
合
計
画
期
間
に
お

け
る
財
政
収
支
の
見
通
し
で
は
、

歳
入
で
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
を
背
景

と
し
た
個
人
市
民
税
が
減
少
傾
向
、
歳

出
で
は
高
齢
者
人
口
の
増
加
を
背
景
と

し
た
扶
助
費
等
が
増
加
傾
向
の
見
込
み

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
同
様
の
市
民
サ
ー

ビ
ス
を
継
続
し
た
場
合
、
経
常
収
支
比

率
が
上
昇
す
る
と
考
え
る
。
浦
安
市
健

全
な
財
政
運
営
に
関
す
る
条
例
に
は
、

弾
力
性
の
あ
る
財
政
構
造
の
保
持
を
規

定
し
て
お
り
、
事
業
の
見
直
し
等
に
よ

る
経
常
的
な
経
費
の
抑
制
に
努
め
、
歳

入
の
確
保
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

問
行
財
政
運
営
に
つ
い
て

行
財
政
運
営
に
つ
い
て

答

斉

藤
　

哲

（
自
由
民
主
党
・
　

 

無
所
属
ク
ラ
ブ
）

　

４
月
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
資
源

循
環
促
進
法
が
施
行
さ
れ
る
予
定

だ
が
、
課
題
認
識
と
自
販
機
リ
サ
イ
ク

ル
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
一
般
廃
棄
物
混
入
問

題
に
つ
い
て
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

環
境
部
長　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
資

源
循
環
促
進
法
で
は
、
新
た
に
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
以
外
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
分
別
収
集
、
お
よ
び

再
商
品
化
な
ど
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
、

市
で
は
４
Ｒ
の
推
進
強
化
と
分
別
収
集

の
新
た
な
仕
組
み
を
検
討
し
、
事
業
者

の
自
主
回
収
に
も
連
携
、
協
力
し
て
い

く
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
自
動
販
売
機

リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
内
へ
の
異
物
の

混
入
に
よ
り
、
入
り
切
れ
な
い
も
の
が

公
道
上
に
散
乱
し
て
い
る
状
況
も
あ
り
、

不
法
投
棄
の
防
止
な
ど
モ
ラ
ル
向
上
へ

の
周
知
、
啓
発
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

問

環
境
対
策
に
つ
い
て

環
境
対
策
に
つ
い
て

答

一

瀬

健

二

（
公

明

党
）

　

放
課
後
の
時
間
を
確
保
す
る
た

め
、
全
て
の
公
立
小
・
中
学
校
で

試
行
的
に
行
わ
れ
て
い
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
変
更
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
も
本

年
度
と
同
様
の
運
用
と
す
る
に
至
っ
た

経
緯
お
よ
び
検
証
結
果
を
伺
い
た
い
。

　

教
育
総
務
部
長　

６
時
間
授
業

の
日
が
減
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は

放
課
後
時
間
の
幅
が
広
が
り
、
教
職
員

は
、
教
材
研
究
や
生
徒
と
向
き
合
う
時

間
が
増
加
し
た
な
ど
の
報
告
を
受
け
て

い
る
。
一
方
で
、
小
・
中
学
校
で
夏
休

み
期
間
が
異
な
る
た
め
、
家
庭
の
計
画

が
難
し
い
な
ど
の
意
見
も
あ
る
が
、
小 

・
中
学
校
の
休
み
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
た
め
、
引
き
続
き
同
様
の

方
針
で
試
行
す
る
こ
と
と
し
、
令
和
５

年
度
か
ら
の
本
格
的
な
運
用
を
校
長
会

に
も
諮
り
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

問
小
中
学
校
教
育
課
程
カ

小
中
学
校
教
育
課
程
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

答

岡

野

純

子

（
無

会

派
）

　

浦
安
市
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
計
画

に
つ
い
て
、
策
定
ま
で
の
経
緯
お

よ
び
推
進
体
制
を
伺
い
た
い
。

　

総
務
部
長　

国
の
Ｄ
Ｘ
推
進
の

取
り
組
み
を
受
け
、
令
和
２
年
度

か
ら
Ｉ
Ｔ
戦
略
推
進
本
部
に
お
い
て
デ

ジ
タ
ル
化
推
進
の
計
画
策
定
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
き
た
。
令
和
３
年
度
に

は
計
画
策
定
を
目
的
と
す
る
検
討
部
会

に
よ
る
検
討
、
各
課
に
対
す
る
調
査
や

ヒ
ア
リ
ン
グ
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
基
本
方

針
や
個
別
施
策
な
ど
を
示
し
た
計
画
素

案
作
成
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど

を
経
て
、
３
月
末
計
画
策
定
の
予
定
と

な
っ
て
い
る
。

　

今
後
の
推
進
体
制
は
、
Ｉ
Ｔ
戦
略
推

進
本
部
が
計
画
全
体
の
進
捗
管
理
と
評

価
を
行
い
、
具
体
的
な
施
策
推
進
は
検

討
組
織
を
設
置
し
進
め
て
い
く
。

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い

デ
ジ
タ
ル
社
会
に
つ
い
て

デ
ジ
タ
ル
社
会
に
つ
い
て

上

野

賢

一

（
公

明

党
）

問答

　

長
年
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
小
・
中
学
校
の
体
操
服

の
着
替
え
場
所
に
つ
い
て
、
市
内
小
・

中
学
校
の
更
衣
室
の
実
態
お
よ
び
設
置

状
況
を
伺
い
た
い
。

　

教
育
総
務
部
長　

児
童
・
生
徒

が
体
操
服
に
着
替
え
る
場
所
に
つ

い
て
は
、
体
育
館
の
更
衣
室
、
余
裕
教

室
、
特
別
教
室
な
ど
、
学
校
の
実
情
に

よ
り
様
々
だ
が
、
全
て
の
学
校
で
こ
れ

ら
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
い
る
。

　

小
学
校
で
は
、
中
、
高
学
年
と
も
に

着
替
え
る
場
所
を
分
け
て
い
る
が
、
低

学
年
に
つ
い
て
は
畳
み
方
な
ど
の
生
活

指
導
も
併
せ
て
行
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん

ど
の
学
校
に
お
い
て
同
じ
教
室
で
の
着

替
え
と
な
る
。
今
後
、
養
護
教
諭
な
ど

の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
、
対
応
に
つ
い

て
校
長
会
と
も
検
討
す
る
。

問
小
中
学
校
で
の
体
操
服

小
中
学
校
で
の
体
操
服

着
替
え
場
所
に
つ
い
て

着
替
え
場
所
に
つ
い
て

答

広

瀬

明

子

（
無

会

派
）

　

個
人
情
報
保
護
条
例
の
保
護
規

制
を
緩
和
・
撤
廃
さ
せ
る
動
き
が

あ
り
、
民
間
事
業
者
か
ら
の
求
め
に
応

じ
、
本
人
の
同
意
な
し
に
自
治
体
が
個

人
情
報
を
匿
名
加
工
し
て
提
供
す
る
こ

と
も
で
き
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
て
い

る
。
個
人
情
報
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の

権
利
を
守
る
こ
と
、
個
人
情
報
保
護
条

例
の
保
護
規
制
を
守
る
こ
と
を
求
め
ま

す
が
、
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

総
務
部
長　

市
が
保
有
し
て
い

る
個
人
情
報
を
、
収
集
目
的
以
外

で
民
間
事
業
者
等
へ
の
外
部
へ
提
供
す

る
こ
と
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基

づ
き
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
や
、

個
人
の
生
命
等
の
保
護
の
た
め
に
緊
急

性
の
あ
る
場
合
の
例
外
を
除
き
、
制
限

さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
引
き
続
き
、
条

例
に
基
づ
き
適
正
に
対
応
し
て
い
く
。

問
自
治
体
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

自
治
体
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）推
進
計
画
に
つ
い
て

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）推
進
計
画
に
つ
い
て

答

美

勢

麻

里

（
無

会

派
）

　

毎
年
、
障
が
い
を
持
つ
お
子
さ

ん
の
ご
家
族
か
ら
様
々
な
ご
相
談

を
い
た
だ
く
が
、
市
で
は
様
々
な
相
談

や
支
援
機
関
、
体
制
で
お
子
さ
ん
と
ご

家
族
の
不
安
を
取
り
除
き
、
ど
こ
よ
り

も
早
く
寄
り
添
う
体
制
を
整
え
て
き
た
。

そ
こ
で
、
障
が
い
児
就
園
に
つ
い
て
の

相
談
窓
口
が
ど
こ
で
ど
う
い
っ
た
理
念

の
下
、
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
を
伺
い

た
い
。

　

健
康
こ
ど
も
部
長　

特
別
支
援

障
が
い
児
の
就
園
時
に
お
け
る
相

談
窓
口
は
、
保
育
幼
稚
園
課
に
な
る
。　

市
で
は
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
健
や

か
に
成
長
で
き
る
よ
う
一
人
ひ
と
り
の

発
達
過
程
や
障
が
い
の
状
況
に
応
じ
適

切
な
環
境
で
保
育
を
行
う
こ
と
が
重
要

と
考
え
、
個
々
の
特
性
に
合
っ
た
支
援

が
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮
を
し
て
い
る
。

障
が
い
児
の
就
園
・
就

障
が
い
児
の
就
園
・
就

学
に
つ
い
て

学
に
つ
い
て

末

益

隆

志

（
無

会

派
）

問答
　

ワ
ク
チ
ン
の
小
児
接
種
に
関
し

て
、
メ
リ
ッ
ト
と
リ
ス
ク
の
客
観

的
な
情
報
を
市
民
に
対
し
て
提
供
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
市
の
考
え
を

伺
い
た
い
。

　

健
康
こ
ど
も
部
長　

小
児
用
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
に
対
し
、
接
種
者

本
人
と
保
護
者
の
方
へ
メ
リ
ッ
ト
、
リ

ス
ク
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、

接
種
を
希
望
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　

接
種
券
の
発
送
時
に
、
厚
生
労
働
省

の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
抜
粋
版
、
ワ
ク
チ

ン
の
特
徴
や
副
反
応
な
ど
の
留
意
事
項

を
明
記
し
た
説
明
書
を
同
封
し
、
さ
ら

に
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ワ
ク
チ

ン
の
効
果
や
安
全
性
な
ど
の
情
報
提
供

を
行
っ
て
お
り
客
観
的
な
判
断
材
料
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。

問
子
ど
も
へ
の
ワ
ク
チ
ン

子
ど
も
へ
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
つ
い
て

接
種
に
つ
い
て

答

折

本

龍

則

（
無

会

派
）
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を把握し、市民福祉の向上を目指し、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)　市政の課題や議案等の審議及び審査を行うこと。

(2)　市長等の事務執行について調査し、及び監視すること。

(3)　市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させること。

２　議員は、前項の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)　市政の課題全般について市民の多様な意見を的確に把握し、市政全体を見据えた

幅広い視点や長期的な展望を持って的確な判断をすること。

(2)　議員間の自由な討議など、議会で十分な審議を行い、その結果を尊重すること。

(3)　議員としての資質向上に不断に努め、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会及び自

らの活動を市民に分かりやすく説明すること。

（会派）

第５条　議員は、同一の理念を共有する他の議員と政策を実現するために会派を組織す

ることができる。

２　会派は、政策決定・提言・提案・立案等に際して、調査研究及び調整を行い、議会

活動を円滑に実施するために合意形成に努めるものとする。

（議員の政治倫理）

第６条　議員は、二元代表制の一翼を担う市民全体の奉仕者及び特別職に属する地方公

務員としての高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、浦安市政治倫理条

例（平成19年条例第19号）に基づき、良心と責任感を持ってその責務を果たすととも

に、品位の保持に努めなければならない。

第３章　市民と議会との関係

（情報の公開）

第７条　議会は、情報を積極的に公開するため、市民に対して、会議等の日程、議題等

を周知するとともに、原則として会議等を公開しなければならない。

２　議会は、会議等で用いた資料等について、原則として公開しなければならない。た

だし、浦安市情報公開条例（平成13年条例第３号）に基づいた個人情報及び政策形成

過程等の不開示情報については、公開してはならない。

（市民への説明等）

第８条　議会は、市民の多様な意見を把握し、市政に反映し得る合議体としての特性を

最大限にいかし、様々な手段を活用し、市民の意見を積極的に聴取するよう努めなけ

ればならない。

２　議会は、全ての市民にとって分かりやすい議会運営に努め、議会活動に関する情報

を公表し、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

（市民参加）

第９条　議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、市民の市政への参加の充実に

努めるものとする。

２　議会は、市民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるため、公聴会制度及び参

考人制度の活用をすることができる。

３　議会は、請願及び陳情を市民による政策の提案と位置付け、審議等に当たっては、

請願者及び陳情者の説明の機会を設けることができる。

４　議会は、議員の発議による市民生活に関わる重要な条例や政策等を立案しようとす

るときは、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずることができる。

（広聴広報）

第10条　議会は、より多くの幅広い年代の市民が議会及び市政に関心を持つように、

様々な手段を効果的に活用して広聴広報の充実に努めなければならない。

第４章　議会運営

（議会運営の原則）

第11条　議会は、円滑かつ効果的な運営に努め、その活動の公正性及び透明性を確保し

なければならない。

（議長及び委員長の選出）

第12条　議会は、議長及び委員長の選出に当たって、本会議及び委員会においてそれら

の職を志願する者に対して発言する機会を設けることができる。

（会議等の運営）

第13条　議会は、社会経済情勢等による新たに生ずる行政課題や、複雑多様化する行政

需要に適切かつ迅速に対応することができるよう、会議等の適切な運営を図らなけれ

ばならない。

（常任委員会）

第14条　常任委員会は、所管に属する事務について、調査、監視並びに政策の提言及び

提案を積極的に実施するに当たり、あらかじめ資料の収集や検討等及び議員間討議を

行うことにより、その機能を十分に発揮しなければならない。

２　常任委員会は、議案等の審査に当たっては、論点及び争点を明確にし、市民に対し

て分かりやすい議論に努めるものとする。

第５章　議会と市長等との関係

（市長等との関係）

第15条　議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張感のある関係を常に保持するも

のとする。

２　市長等は、議案等を提出する際には、議会にその内容を説明するものとする。

３　市長等は、議会から、市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明を求めら

れた際には、浦安市情報公開条例に基づき対応するものとする。

４　市長等は、議長（委員会にあっては、委員長）の許可を得て、議員の質疑又は質問

に対し、論点又は争点を明確にするため反問及び反論をすることができる。

（議決事件）

第16条　議会は、市政に対する監視機能を強化するために、浦安市議会の議決すべき事

件を定める条例（平成30年条例第41号）の定めるところにより、議会の議決すべき事

件を定めるものとする。

（政策の形成過程の説明要求等）

第17条　議会は、市長が提案する政策について、議会審議を通じて政策の水準の一層の

向上を図るため、市長に対し、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1)　政策を必要とする背景及び目的

(2)　政策の立案に至るまでの市民参加及び市民意見

(3)　提案に至るまでの経緯及び他の政策案との比較検討

(4)　他の自治体の類似する政策との比較検討

(5)　総合計画（浦安市まちづくり基本条例（令和４年条例第３号）第２条第２項に規

定する総合計画をいう。）との整合性

(6)　関係する法令及び条例等

(7)　財源措置

(8)　将来にわたる費用対効果

２　議会は、前項の政策を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点

を明らかにするとともに、議決後における政策の監視に努めるものとする。

第６章　議会の体制構築

（議会の機能強化）

第18条　議会は、市長等の事務の執行に対する調査及び監視並びに議会における政策の

立案に係る機能を強化するものとする。

２　議会は、前項に規定する機能の強化を効率的かつ効果的に図るため、その活動に当

たっては、デジタル技術の進化を踏まえるなど、必要な技術を活用するものとする。

（議員研修の充実）

第19条　議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期の開始

後、速やかに、この条例のほか議会に関する法令等について研修を行わなければなら

ない。

２　議会は、議会の機能の強化等を図るため、議員研修の充実及び強化に努めなければ

ならない。

（議会事務局）

第20条　議会は、議会の政策の立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行う

ため、議会事務局の調査及び法制に関する機能の充実を図るよう努めるものとする。

２　議会は、議会事務局の体制整備のため、専門的な知識及び経験を有する者の積極的

な活用を図ることができる。

（議会図書室）

第21条　議会は、議会及び議員の政策の立案に資するため、浦安市議会図書室における

情報収集に係る機能の充実に努めるものとする。

第７章　議会の災害等対応

（災害時等の体制の整備）

第22条　議会は、大規模災害など市民の生命、身体及び財産を脅かすような緊急事態

（以下「災害等緊急事態」という。）から、市民の安全及び安心を確保するため、総

合的かつ機動的な活動が図ることができるよう、市長等と協力して、議会としての体

制の整備を図るものとする。

２　議会は、災害等緊急事態においても議会機能を維持し、的確かつ迅速な対応に努め

るものとする。

（災害時等の議会の役割）

第23条　議会は、災害等緊急事態が発生したときは、市長等と共に、市民の生活基盤の

回復や国、県等の関係機関と連携を図るなど、災害等からの復興に向け積極的な役割

を果たすよう取り組むものとする。

２　議長は、災害等緊急事態が発生したときは、必要に応じて議員による協議又は調整

を行うための組織を設置するとともに、議員が個別に行った被害状況の調査結果や市

民の要望等を的確に把握して、市長等に対して要望等を行うものとする。

第８章　条例の位置付け及び見直し手続

（条例の位置付け）

第24条　この条例は、議会において最も考慮されるべき規範であり、議会は、議会に関

する他の条例、規則等の制定、改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例に定

める事項との整合性を図らなければならない。

（見直し手続）

第25条　議会は、社会経済情勢等の変化、市民の意見等を常に勘案し、議会運営に関す

る不断の改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の改正を含めて適切な措

置を講ずるものとする。

２　この条例を改正する発議がされる場合には、当該発議をする議員は、本会議におい

て、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
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第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制の下、議会が担うべき役割

を明らかにするとともに、議会に関する基本的な事項を定めることにより、市民の代

表としての議会及び議員の活動のより一層の充実及び活性化を図り、議会が市民から

の負託と信頼に応え、公正で民主的な市政を発展させ、もって市民福祉の向上に寄与

することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1)　市民　市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又

は団体をいう。

(2)　市長等　市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委

員会をいう。

(3)　委員会　浦安市議会委員会条例（昭和56年条例第５号）に定める常任委員会、議

会運営委員会及び特別委員会をいう。

(4)　会議等　地方自治法（昭和22年法律第67号）第102条に定める定例会及び臨時会

（以下「本会議」という。）、委員会及び同法第100条第12項の規定により会議規則

で定める協議又は調整を行うための場をいう。

第２章　議会及び議員

　（議会の役割及び活動原則）

第３条　議会は、市民を代表する合議制の議事機関としての特性を踏まえ、次に掲げる

役割を担うものとする。

(1)　地方自治法第96条の規定により議決すべき事件に係る議案の審議及び審査に基づ

き、市政に関する意思決定を行うこと。

(2)　市長等において、公正で民主的な行政運営が行われているかについて調査し、及

び監視すること。

(3)　政策提言・提案・立案等を積極的に行うこと。

２　議会は、前項の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1)　公正性及び透明性を確保し、市民に信頼される議会を目指して、議会運営を行う

こと。

(2)　議員間の討議を大いに行い、合意形成に向けて十分に審議するとともに、効率的

な議会運営に努めること。

(3)　市政の課題や議案等の審議及び審査について、市民に分かりやすく説明する責任

を果たすこと。

(4)　議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

　（議員の役割及び活動原則）

第４条　議員は、選挙で選ばれたことを自覚し、市民の代表者として、常に市政の課題

　市民に一番近い存在である市議会は、常に、市民からの負託に応えていかなけれ

ばならない。

　選挙で選ばれた多様な意見を持った議員により構成された浦安市議会は、同じく

選挙で選ばれた浦安市長と共に、市の代表機関を構成する。この２つの代表機関は、

共に市民の負託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また市

長は独任制の機関としてそれぞれの異なる特性をいかして、市民の意思を市政に的

確に反映させるために互いに切磋琢磨しながら、浦安市としての最良の意思決定を

導く共通の使命が課せられている。

　議会は、市民の多様な意見を反映し得る点に優位性があり、その持てる権能を十

分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行及び評価における論点及び争点を広

く市民に明らかにする責務を有している。それぞれの議員が有する視点をいかしな

がらも合議体として議論を尽くし、一定の結論を導き出すこと、活発な討議を通し

て、これらの論点及び争点を発見し、公開することは討議の場である議会の使命で

ある。

　議会は、市の政策決定を議決する唯一の機関であることを十分に認識し、市民の

信頼と期待に応え得る議会の構築に向け、不断の努力を行う意思を示すことを目的

に、議会において最も考慮されるべき規範として、この条例を制定する。

前　文

第１章　総則（第１条・第２条）

第２章　議会及び議員（第３条－第６条）

第３章　市民と議会との関係（第７条－第10条）

第４章　議会運営（第11条－第14条）

第５章　議会と市長等との関係（第15条－第17条）

第６章　議会の体制構築（第18条－第21条）

第７章　議会の災害等対応（第22条・第23条）

第８章　条例の位置付け及び見直し手続（第24条・第25条）

目　次

本　文

浦安市議会基本条例
を制定しました。

（令和４年４月１日施行）

　議会は、市の政策決定を議決する唯一の機関であることを

十分に認識し、市民の信賴と期待に応え得る議会の構築に向

け、不断の努力を行う意思を示すことを目的に、議会におい

て最も考慮されるべき規範として、議会基本条例を制定しま

した。

　全文と本文全８章で構成されており、ここではその全文を

掲載します。

条例制定までの経緯

令和元年６月27日　　　令和元年第２回定例会において設置

令和元年６月27日　〜　 令和４年２月25日 

協議・検討（全12回）

令和３年４月20日　　　小委員会から提出された条例の素案を承認

令和４年２月25日　　　条例制定の発議案を承認

令和４年３月14日　　　 令和４年第１回定例会に議員発議として提出 

全会一致で可決

議会基本条例等調査検討特別委員会

令和元年11月14日　　　第４回特別委員会において設置

令和元年11月14日　〜　 令和３年４月20日 

協議・検討（全９回）

令和３年４月20日　　　 条例の素案を作成し、特別委員会に提出

議会基本条例等調査検討特別委員会小委員会（素案の作成）

令和３年７月15日　　　第９回特別委員会において設置

令和３年７月15日　〜　 令和４年１月12日 

協議・検討（全５回）

令和４年１月12日　　　条例案を作成し、特別委員会に提出

議会基本条例等調査検討特別委員会小委員会（条例案の作成）
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一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

繰
越
明
許
費
に
つ
い
て
、
猫
実

Ａ
地
区
土
地
区
画
整
理
造
成
事
業

に
お
け
る
補
正
の
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

こ
の
造
成
事
業
に
お
い
て
は
、

本
体
工
事
の
後
に
整
備
を
行
う
電

線
地
中
化
に
伴
う
連
系
管
設
備
の
委
託

費
に
つ
い
て
12
月
に
補
正
し
た
が
、
そ

の
後
本
体
工
事
も
年
度
内
の
完
了
が
見

込
め
な
く
な
っ
た
た
め
、
本
体
工
事
お

よ
び
付
随
す
る
負
担
金
、
補
償
金
と
合

わ
せ
、
２
億
７
１
３
３
万
６
千
円
の
繰

越
明
許
費
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ご
み
処
理
手
数
料
に
つ
い
て
、

更
正
減
の
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

家
庭
系
粗
大
ご
み
の
搬
入
量
は

当
初
予
算
に
対
し
て
約
２
２
４
ト

ン
増
加
し
た
が
、
事
業
系
ご
み
の
搬
入

量
に
お
い
て
当
初
予
算
の
見
込
み
全
体

の
お
よ
そ
33
％
に
あ
た
る
約
８
０
４
９

ト
ン
減
少
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
た
め
、

減
額
補
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
に
つ
い

て
、
返
礼
品
の
上
限
額
に
対
す
る

市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
は
、

総
務
省
か
ら
返
礼
品
に
つ
い
て
の

基
準
が
示
さ
れ
て
お
り
、
寄
附
金
額
に

対
し
て
、
返
礼
品
の
調
達
費
は
３
割
以

下
、
募
集
に
係
る
経
費
は
５
割
以
下
に

抑
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ

の
基
準
の
範
囲
内
で
運
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
本
市
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
に

つ
い
て
地
場
産
業
や
観
光
の
振
興
と
考

え
て
進
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
地

場
産
業
の
振
興
と
し
て
は
市
の
名
産
品

や
市
民
屋
形
船
な
ど
の
本
市
特
有
の
事

業
返
礼
品
、
観
光
振
興
と
し
て
は
電
子

感
謝
券
や
本
市
へ
の
来
訪
を
目
的
と
す

る
旅
行
ク
ー
ポ
ン
券
な
ど
を
提
供
し
て

お
り
、
引
き
続
き
そ
の
考
え
で
返
礼
品

を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

下
水
道
事
業
会
計
負
担
金
お
よ

び
出
資
金
に
つ
い
て
、
増
額
と
な

っ
た
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

負
担
金
は
、
県
か
ら
通
知
さ
れ

た
、
汚
水
量
の
不
明
水
変
動
分
の

増
額
、
出
資
金
は
、
資
本
金
の
補
て
ん

財
源
減
少
に
よ
る
追
加
で
あ
る
。

問問問 問 答答答 答

自
由
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ

自
由
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ

　

３
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
集
団
接
種

が
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
接
種
体

制
に
お
け
る
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

市
長　

３
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
当
た
っ
て
は
、
１
月
中
旬
か

ら
の
新
規
感
染
者
急
増
を
受
け
、
２
回

目
か
ら
の
接
種
期
間
の
前
倒
し
や
、
浦

安
市
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
の
開
始

時
期
を
繰
り
上
げ
る
な
ど
、
希
望
す
る

全
て
の
対
象
者
の
方
が
早
期
に
追
加
接

種
が
行
え
る
よ
う
に
、
順
次
接
種
券
を

発
送
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
１
回
目
、
２
回
目
の
接
種
に

つ
い
て
も
、
引
き
続
き
接
種
体
制
を
確

保
し
て
い
る
。

　

今
後
も
、
希
望
す
る
市
民
の
皆
様
が

一
日
で
も
早
く
接
種
で
き
る
よ
う
に
、

円
滑
か
つ
着
実
に
接
種
が
で
き
る
体
制

を
整
備
し
て
い
く
。

公
　
明
　
党

公
　
明
　
党  　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
６
波
の
特
色
を
踏
ま
え
た
現
状

認
識
と
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

へ
の
接
種
に
お
け
る
考
え
を
伺
い
た
い
。

　

健
康
こ
ど
も
部
長　

オ
ミ
ク
ロ

ン
株
に
よ
る
第
６
波
の
状
況
と
し

て
は
、
第
５
波
よ
り
重
症
化
比
率
は
低

い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
高
い
感
染
力
に

よ
る
感
染
者
数
急
増
に
伴
い
、
高
齢
者

の
重
症
化
も
増
加
し
病
床
数
を
圧
迫
し

て
い
る
認
識
で
あ
り
、
一
日
で
も
早
い

接
種
の
た
め
、
体
制
を
整
え
て
き
た
。

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
お
い
て

は
、
医
療
従
事
者
、
消
防
職
員
、
高
齢

者
入
居
施
設
の
従
事
者
へ
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
を
終
え
て
お
り
、
そ
の
他
の
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
も
、

市
内
在
住
の
方
へ
は
接
種
券
を
発
送
し

予
約
が
で
き
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

市

民

の

会

市

民

の

会

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
市
税
収
入

減
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
度
は
特

に
法
人
市
民
税
や
固
定
資
産
税
が
大
き

く
減
収
と
な
っ
た
が
、
令
和
４
年
度
も

全
体
で
約
30
億
６
千
万
円
の
市
税
減
収

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
２
期
連
続
の
市
税
収
入
減
が
市

財
政
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
市
の

認
識
を
伺
い
た
い
。

　

財
務
部
長　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ　

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
市
税

の
減
収
に
つ
い
て
は
、
回
復
ま
で
に
し

ば
ら
く
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
国
・
県
支
出
金
の
歳
入

の
確
保
や
歳
出
事
業
に
つ
い
て
、
令
和

３
年
度
に
引
き
続
き
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
の

再
検
証
な
ど
を
行
う
な
ど
、
危
機
感
を

持
っ
て
対
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

う

ら

や

す

み

ら

い

う

ら

や

す

み

ら

い

　

駐
車
場
の
有
料
化
に
つ
い
て
、

運
動
公
園
な
ど
市
内
４
か
所
に
お

け
る
駐
車
場
を
管
理
運
営
す
る
事
業
者

が
公
募
さ
れ
、
時
間
貸
し
駐
車
場
用
地

と
し
て
貸
付
け
が
許
可
さ
れ
た
が
、
受

益
者
負
担
と
す
る
た
め
に
は
市
民
へ
の

説
明
と
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
採
算
が
合
わ
な
く
な
っ
た
場

合
の
契
約
内
容
を
伺
い
た
い
。

　

財
務
部
長　

駐
車
場
の
管
理
運

営
に
関
し
て
は
、
ス
タ
ー
ツ
ア
メ

ニ
テ
ィ
ー
株
式
会
社
と
の
間
で
、
４
施

設
の
行
政
財
産
使
用
料
と
し
て
年
額
４

６
２
０
万
円
で
５
年
間
の
協
定
を
結
ん

で
お
り
、
設
計
、
整
備
、
運
営
、
維
持

管
理
は
事
業
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
行
政
財
産
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

市
と
事
業
者
で
毎
年
度
、
運
営
実
績
を

踏
ま
え
て
協
議
す
る
も
の
で
あ
る
。

問問

問 問

答答

答 答

水

野
　

実

会派代表質問会派代表質問
　今定例会では、２月25日の本会議において、４人の議員がそれ

ぞれの会派を代表して質問を行いました。

　ここでは、質問及びその答弁の要旨について、掲載いたします。

中

村

理
香
子

芳

井

由

美

毎

田

潤

子

　今定例会で所管の委員会に付託された各議案については、新型コロナウイルス

感染症対策のため、部局ごとの質疑時間を答弁時間を含め１人30分として、２月

28日・３月１日の教育民生常任委員会、３月２日・３日の都市経済常任委員会、

３月４日・７日・８日の総務常任委員会において、それぞれ審査しました。ここ

では、主な議案の質疑およびその答弁の要旨について、掲載いたします。なお、

行政評価条例、まちづくり基本条例、行政基本条例、健全な財政運営に関する条

例の制定は、各常任委員会の所管に関わるため連合審査会を開催し審議した。

各常任委員会各常任委員会のの

審審｜査査｜かか｜らら

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

第
６
波
に
よ
り
状
況
が
大
き
く

変
わ
っ
た
現
在
、
コ
ロ
ナ
に
よ
る

救
急
搬
送
の
件
数
を
伺
い
た
い
。

　

令
和
４
年
１
月
、
２
月
の
総
出

動
件
数
は
通
常
救
急
も
含
め
て
１

６
４
１
件
あ
り
、
う
ち
コ
ロ
ナ
関
連
の

出
動
件
数
は
３
０
７
件
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て　

市
内
在
住
職
員
の
手
当
を
増
額

す
る
理
由
と
、
そ
の
金
額
を
月
額

５
千
円
と
し
た
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

予
期
せ
ぬ
災
害
発
生
時
に
お
け

る
迅
速
な
初
動
対
応
の
配
備
と
し

て
、
ま
た
地
域
に
お
け
る
課
題
解
決
の

担
い
手
と
し
て
、
職
員
の
市
内
居
住
促

進
を
図
り
市
内
在
住
職
員
を
確
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
総
務
省

統
計
局
の
デ
ー
タ
に
よ
り
ワ
ン
ル
ー
ム

程
度
の
金
額
を
比
較
し
て
、
近
隣
の
江

戸
川
区
、
市
川
市
の
平
均
よ
り
浦
安
市

が
約
５
千
円
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
差

額
５
千
円
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
。

消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
服
務
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

災
害
な
ど
の
職
務
に
従
事
す
る

場
合
に
お
け
る
出
動
報
酬
に
つ
い

て
、
内
容
の
詳
細
、
支
給
額
お
よ
び
そ

の
根
拠
を
伺
い
た
い
。

　

条
例
改
正
の
主
な
内
容
と
し
て

は
、
総
務
省
消
防
庁
の
助
言
に
基

づ
く
消
防
団
員
の
処
遇
の
改
善
と
し
て

出
動
報
酬
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

報
償
金
と
し
て
支
給
し
て
い
た
手
当
を

報
酬
と
す
る
と
と
も
に
、
総
務
省
消
防

庁
が
示
す
出
動
報
酬
の
標
準
額
に
合
わ

せ
て
増
額
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

支
給
額
と
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
災

害
等
出
動
報
酬
を
総
務
省
消
防
庁
の
助

言
に
よ
る
標
準
額
に
沿
っ
て
７
千
円
か

ら
８
千
円
に
増
額
し
、
災
害
等
以
外
の

出
場
に
係
る
出
動
報
酬
を
総
務
省
消
防

庁
の
検
討
会
で
示
さ
れ
た
目
安
と
浦
安

市
の
消
防
団
活
動
を
勘
案
し
て
、
日
額

２
５
０
０
円
か
ら
４
千
円
に
増
額
し
、

支
給
単
位
を
回
数
か
ら
日
数
に
変
更
し

た
も
の
で
あ
る
。

問問問 答答答

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

学
校
教
育
臨
時
教
員
等
経
費
が

４
項
目
で
６
２
５
６
万
４
千
円
の

更
正
減
と
な
っ
て
い
る
が
、
理
由
と
内

訳
を
伺
い
た
い
。

　

４
項
目
に
お
け
る
減
額
の
理
由

と
内
訳
は
、
臨
時
用
務
員
経
費
に

お
い
て
期
末
手
当
の
対
象
者
と
通
勤
費

が
見
込
み
を
下
回
り
21
万
円
、
免
許
外

教
科
に
お
い
て
授
業
日
数
、
勤
務
日
数

の
減
少
に
よ
り
６
５
０
万
８
千
円
、
学

年
・
教
科
支
援
教
員
に
お
い
て
年
度
当

初
か
ら
続
く
欠
員
に
よ
り
５
３
２
５
万

６
千
円
、
学
習
支
援
室
活
用
推
進
教
員

に
お
い
て
１
名
の
欠
勤
に
よ
り
２
５
９

万
円
の
減
額
補
正
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

学
校
給
食
の
実
施
及
び
学
校
給
食
費
の

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

免
除
対
象
の
中
学
校
３
年
生
と

小
学
校
６
年
生
の
給
食
費
相
当
額

に
つ
い
て
、
直
近
の
推
移
を
伺
い
た
い
。

　

予
算
額
の
推
移
と
し
て
は
、
中

学
３
年
生
で
は
令
和
元
年
度
が
約

７
０
０
０
万
円
、
令
和
２
年
度
が
約
６

６
０
０
万
円
、
令
和
３
年
度
が
約
６
８

０
０
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
小
学
校
６

年
生
で
は
、
令
和
元
年
度
が
約
７
６
０

０
万
円
、
令
和
２
年
度
が
約
７
５
０
０

万
円
、
令
和
３
年
度
が
約
７
４
０
０
万

円
と
な
っ
て
い
る
。

　

令
和
４
年
度
に
お
け
る
免
除
対

象
額
を
伺
い
た
い
。

　

免
除
の
対
象
額
は
、
中
学
校
３

年
生
で
約
６
千
５
５
０
万
円
、
小

学
校
６
年
生
が
、
約
６
千
９
０
０
万
円

と
な
っ
て
お
り
令
和
４
年
度
の
見
込
額

は
合
わ
せ
て
約
１
億
３
千
４
５
０
万
円

を
見
込
ん
で
い
る
。

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
富
岡
中
学
校
校
舎
建
築
改
修
工
事
）

　

令
和
５
年
２
月
末
ま
で
の
工
期

と
な
っ
て
い
る
が
、
生
徒
へ
の
影

響
は
な
い
か
伺
い
た
い
。

　

見
明
川
中
学
校
や
小
学
校
の
改

修
事
業
と
同
様
に
、
基
本
的
に
夏

休
み
な
ど
を
中
心
に
工
事
を
行
う
予
定

だ
が
、
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、

一
部
教
室
の
移
動
な
ど
を
お
願
い
す
る

な
ど
授
業
等
に
負
担
が
か
か
ら
な
い
よ

う
工
事
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

問問問 問 答答答 答

総
務
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

教
育
民
生
常
任
委
員
会

教
育
民
生
常
任
委
員
会

都
市
経
済
常
任
委
員
会

都
市
経
済
常
任
委
員
会
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総
務
費
国
庫
補
助
金
、
総
合
流

域
防
災
事
業
交
付
金
が
令
和
３
年

度
の
12
月
補
正
に
追
加
さ
れ
て
い
た
が
、

当
初
予
算
で
は
初
め
て
に
な
る
。
こ
の

事
業
の
概
要
と
内
訳
を
伺
い
た
い
。

　

こ
の
交
付
金
に
関
し
て
は
、
地

方
公
共
団
体
が
作
成
し
た
社
会
資

本
総
合
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
の

実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
交

付
さ
れ
る
も
の
で
、
千
葉
県
の
社
会
資

本
総
合
整
備
計
画
の
う
ち
、
災
害
に
強

い
千
葉
県
の
河
川
整
備
の
推
進
と
い
う

事
業
の
中
の
効
果
促
進
事
業
と
し
て
、

本
市
の
水
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成

経
費
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
交
付
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
推
進

事
業
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
令
和

４
年
度
に
推
進
す
る
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
推

進
事
業
を
令
和
４
年
度
に
行
う
理

由
は
、
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
は
、
国
の
計
画
で
自
治
体
が
取

り
組
む
べ
き
重
点
事
項
の
１
つ
と
な
っ

て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
利
便
性
の
向

上
を
国
民
が
早
期
に
享
受
で
き
る
よ
う
、

令
和
４
年
度
末
を
目
指
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
て
お
り
、
市
の
デ
ジ
タ
ル
化
推

進
計
画
に
位
置
づ
け
て
、
今
回
導
入
を

予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

水
難
救
助
用
資
機
材
整
備
事
業

の
事
業
内
容
と
具
体
的
な
導
入
資

機
材
の
説
明
を
伺
い
た
い
。

　

水
難
救
助
用
資
機
材
整
備
事
業

は
、
近
年
の
気
象
状
況
の
傾
向
と

し
て
、
台
風
の
勢
力
増
大
化
、
ゲ
リ
ラ

豪
雨
等
、
い
つ
ど
こ
で
風
水
害
が
発
生

し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
、
本
市

消
防
団
は
、
水
災
害
に
対
し
消
防
団
と

し
て
活
動
す
べ
く
、
資
機
材
の
整
備
を

図
る
も
の
で
あ
る
。
経
費
の
内
訳
は
、

救
命
ボ
ー
ト
等
備
品
購
入
と
し
て
１
７

９
万
円
、
胴
付
長
靴
等
消
耗
品
費
と
し

て
38
万
２
千
円
で
あ
る
。

　

新
規
事
業
の
（
仮
称
）
消
防
署

舞
浜
出
張
所
整
備
事
業
は
、
舞
浜

地
区
に
お
け
る
消
防
体
制
の
充
実
強
化

を
図
る
た
め
準
備
、
検
討
を
行
う
と
の

こ
と
だ
が
、
そ
の
必
要
性
を
伺
い
た
い
。

　

敬
老
事
業
に
お
け
る
敬
老
祝
金

品
経
費
に
つ
い
て
、
積
算
根
拠
を

伺
い
た
い
。

　

敬
老
祝
金
品
に
は
祝
金
と
敬
老

祝
品
の
２
種
類
が
あ
る
が
、
祝
金

と
し
て
は
77
歳
を
迎
え
る
方
１
３
７
９

人
に
１
万
円
、
88
歳
を
迎
え
る
方
５
９

７
人
に
２
万
円
、
99
歳
を
迎
え
る
方
56

人
に
３
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
い

る
。
ま
た
、
敬
老
祝
品
は
77
歳
以
上
の

全
て
の
方
を
対
象
に
市
内
の
商
店
街
連

合
会
で
使
用
で
き
る
商
品
券
を
配
布
す

る
も
の
で
、
対
象
者
１
万
４
７
３
２
人

に
２
千
円
お
よ
び
利
用
率
と
し
て
０
・

９
５
を
か
け
た
２
７
９
９
万
１
千
円
を

計
上
し
て
お
り
、
合
計
は
５
９
４
５
万

９
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

認
可
保
育
所
待
機
児
童
ゼ
ロ
維

持
検
討
事
業
に
つ
い
て
、
内
容
と

３
０
０
万
円
の
内
訳
を
伺
い
た
い
。

　

事
業
内
容
は
、
令
和
３
年
度
に

達
成
し
た
待
機
児
童
ゼ
ロ
を
今
後

も
維
持
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
の
保
育

ニ
ー
ズ
、
市
内
保
育
施
設
の
実
態
や
適

正
な
受
け
入
れ
に
つ
い
て
調
査
、
検
討

し
て
い
く
た
め
の
事
業
で
あ
る
。

　

３
０
０
万
円
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
へ

の
委
託
料
で
あ
り
、
浦
安
市
学
校
規
模

適
正
化
基
本
方
針
な
ど
過
去
の
実
績
を

参
考
に
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

母
子
保
健
事
業
費
に
つ
い
て
、

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
が
事
業

と
な
っ
た
経
緯
、
内
容
を
伺
い
た
い
。

　

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
は
、

令
和
３
年
度
ま
で
新
生
児
・
妊
産

婦
訪
問
指
導
と
母
子
保
健
推
進
員
経
費

の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
事
業
を
一
つ

に
ま
と
め
、
名
称
を
乳
児
家
庭
全
戸
訪

問
事
業
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

事
業
内
容
と
し
て
は
、
乳
児
の
い
る

全
て
の
家
庭
を
対
象
に
、
新
生
児
訪
問

な
ど
の
訪
問
活
動
を
通
し
て
子
育
て
に

関
す
る
不
安
や
悩
み
を
聞
き
、
情
報
提

供
や
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
る
。

　

放
課
後
う
ら
っ
こ
ク
ラ
ブ
整
備

事
業
に
つ
い
て
、
舞
浜
小
学
校
地

区
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
分
室
の
整
備
に
至

　

公
共
交
通
機
関
整
備
促
進
事
業

の
、
東
京
メ
ト
ロ
社
に
よ
る
東
西

線
浦
安
駅
ホ
ー
ム
ド
ア
整
備
に
対
す
る

補
助
に
つ
い
て
、
本
市
に
お
け
る
東
京

メ
ト
ロ
社
、
県
、
国
と
の
負
担
割
合
と

そ
の
総
額
、
完
成
時
期
を
伺
い
た
い
。

　

本
市
の
負
担
と
し
て
、
令
和
４

年
度
の
東
京
メ
ト
ロ
社
に
対
す
る

交
付
金
額
を
28
・
56
％
と
し
て
い
る
ほ

か
、
千
葉
県
か
ら
の
補
助
に
つ
い
て
現

在
獲
得
に
向
け
て
県
に
働
き
か
け
て
お

り
、
国
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
東
京
メ

ト
ロ
社
が
調
整
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。
現
在
予
定
し
て
い
る
総
額

と
し
て
は
、
補
助
金
額
ベ
ー
ス
で
２
億

４
２
４
７
万
４
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

完
成
時
期
は
、
令
和
６
年
度
中
の
完

成
を
見
込
ん
で
整
備
に
取
り
組
む
予
定

で
あ
る
。

　

都
市
公
園
占
用
料
に
お
け
る
公

園
の
駐
車
場
有
料
化
に
つ
い
て
、

有
料
施
設
を
利
用
し
た
場
合
の
割
引
を

検
討
し
た
か
、
ま
た
減
免
や
免
除
の
対

象
区
分
と
そ
の
線
引
き
を
伺
い
た
い
。

　

割
引
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、

総
合
公
園
お
よ
び
高
洲
海
浜
公
園

に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
駐
車
を
す
る

と
１
日
で
１
２
０
０
円
、
２
０
０
０
円

と
い
っ
た
負
担
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

１
日
の
最
大
料
金
と
し
て
概
ね
６
０
０

円
を
設
定
し
て
い
る
。

　

減
免
や
免
除
と
し
て
、
市
が
主
催
す

る
大
会
や
そ
れ
に
類
す
る
大
会
に
お
い

て
は
、
市
と
連
携
協
定
を
結
ぶ
チ
ー
ム

の
選
手
や
役
員
、
大
会
役
員
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
審
判
員
の
方
々
は
基
本
無
料
、

市
民
大
会
に
お
い
て
は
参
加
選
手
も
割

引
し
最
大
６
０
０
円
と
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
る
。

　

ま
た
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
を
基

本
と
し
て
い
る
た
め
駐
車
場
利
用
は
受

益
者
負
担
と
す
る
が
、
障
が
い
な
ど
に

よ
り
車
で
な
け
れ
ば
移
動
で
き
な
い
方

は
有
料
道
路
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｔ
Ｃ
割
引

な
ど
に
よ
り
半
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
減
免
対
象
と
し
て
い
る
。

　

線
引
き
と
し
て
、
現
状
は
障
害
者
手

帳
に
よ
り
判
断
す
る
が
、
難
病
者
な
ど

の
手
帳
が
な
い
方
に
つ
い
て
も
今
後
対

応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

多
く
の
人
が
訪
れ
る
舞
浜
地
区

の
消
防
・
救
急
体
制
の
需
要
に
対

応
し
、
市
内
全
域
に
お
け
る
消
防
力
の

充
実
を
図
る
た
め
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、

昭
和
59
年
、
舞
浜
地
区
の
ホ
テ
ル
用
地

造
成
事
業
に
伴
う
協
議
に
お
い
て
提
供

が
確
約
さ
れ
た
も
の
で
、
消
防
体
制
の

需
要
に
伴
い
整
備
を
図
る
計
画
で
あ
る
。

　

個
人
市
民
税
１
６
４
億
９
４
０

０
万
円
の
積
算
根
拠
と
令
和
３
年

度
よ
り
増
と
な
っ
て
い
る
理
由
も
併
せ

て
伺
い
た
い
。

　

令
和
４
年
度
の
個
人
市
民
税
の

当
初
予
算
額
の
積
算
に
あ
た
り
、

令
和
４
年
１
月
１
日
時
点
の
人
口
16
万

８
６
５
８
人
の
過
去
の
納
税
義
務
者
人

口
に
対
す
る
割
合
で
あ
る
９
万
４
９
０

０
人
を
基
に
均
等
割
を
算
出
し
、
３
億

３
２
０
０
万
円
と
算
出
し
た
。
ま
た
、

所
得
割
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
の

当
初
課
税
実
績
を
参
考
に
し
、
各
所
得

別
に
税
額
及
び
税
額
控
除
を
積
算
し
て
、

所
得
割
全
体
で
１
６
０
億
１
千
万
円
と

見
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
均

等
割
、
所
得
割
に
税
額
更
正
分
や
過
年

度
更
正
、
ま
た
退
職
所
得
な
ど
を
加
え
、

最
終
的
な
調
定
見
込
み
と
し
て
１
６
６

億
６
千
万
円
を
算
出
し
、
予
定
徴
収
率

99
％
を
乗
じ
た
１
６
４
億
９
４
０
０
万

円
を
当
初
予
算
と
し
て
計
上
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
影
響
額
を
ど

の
よ
う
に
見
込
ん
だ
の
か
伺
い
た

い
。　

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
認
知
度
の

向
上
や
、
自
然
災
害
を
受
け
た
被

災
地
の
応
援
な
ど
、
年
々
ふ
る
さ
と
納

税
を
行
う
市
民
が
増
加
し
て
お
り
、
ま

た
、
令
和
３
年
度
に
お
い
て
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
を
受
け
た
事
業
者
、
生
産
者

を
寄
附
に
よ
っ
て
応
援
す
る
と
い
う
動

き
も
あ
り
、
前
年
比
の
１
・
２
倍
と
な

る
９
億
７
千
万
円
の
寄
附
金
が
控
除
と

な
り
ま
し
た
。
令
和
４
年
度
予
算
に
つ

い
て
も
同
様
に
推
移
す
る
と
考
え
て
お

り
、
令
和
３
年
度
の
実
績
の
１
・
13
倍

約
11
億
円
と
積
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
寄
附
し
て
い
る
方
の
人

数
を
伺
い
た
い
。

　

令
和
３
年
度
の
見
込
み
は
１
万

６
２
４
０
人
で
、
令
和
４
年
度
は

２
１
６
０
人
増
の
１
万
８
４
０
０
人
と

見
込
ん
で
い
る
。

っ
た
経
緯
を
伺
い
た
い
。

　

経
緯
と
し
て
は
、
入
会
す
る
児

童
の
増
加
に
伴
い
、
現
在
は
既
存

の
教
室
を
２
室
活
用
し
て
１
９
８
名
が

入
会
し
て
い
る
が
、
今
後
の
児
童
推
計

で
は
生
徒
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
、

普
通
教
室
に
戻
す
た
め
に
借
用
し
て
い

る
教
室
を
返
還
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
不
足
す
る
支
援
室
と
今

後
の
入
会
児
童
の
増
加
を
鑑
み
て
、
児

童
育
成
ク
ラ
ブ
分
室
を
既
存
建
物
の
隣

に
建
築
す
る
た
め
実
施
設
計
を
行
う
も

の
で
あ
る
。

　

母
子
保
健
事
業
費
に
つ
い
て
、

母
子
健
康
手
帳
交
付
経
費
が
減
少

傾
向
に
あ
る
理
由
を
伺
い
た
い
。

　

前
年
度
比
が
減
額
と
な
っ
た
主

な
理
由
は
、
母
子
健
康
手
帳
に
つ

い
て
昨
年
度
ま
で
の
印
刷
製
本
か
ら
市

販
品
の
購
入
に
変
え
る
こ
と
に
よ
り
約

33
万
円
、
母
子
健
康
手
帳
の
別
冊
に
つ

い
て
仕
様
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
約
69

万
円
、
そ
の
他
数
量
の
見
直
し
な
ど
に

よ
り
22
万
４
千
円
の
減
額
と
な
り
、
合

計
で
１
２
４
万
４
千
円
の
減
額
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
お

け
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
事
業
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
間
の
格

差
に
お
け
る
認
識
を
伺
い
た
い
。

　

セ
ン
タ
ー
間
の
格
差
に
関
し
て

は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は

相
談
員
な
ど
の
専
門
職
が
担
っ
て
い
る

が
、
退
職
な
ど
に
よ
り
人
材
が
確
保
さ

れ
て
い
る
状
態
の
継
続
が
難
し
い
こ
と

か
ら
ど
の
セ
ン
タ
ー
で
も
対
応
力
不
足

が
生
じ
る
こ
と
は
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
基
幹
で
あ
る
中
央
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
そ
れ
を
補
完
し
、

後
方
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予

算
に
お
い
て
、
滞
納
繰
越
分
保
険

料
の
徴
収
率
が
下
が
っ
て
い
る
事
情
を

伺
い
た
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
滞
納
繰
越

分
保
険
料
に
つ
い
て
、
例
年
徴
収

の
努
力
は
し
て
い
る
が
、
滞
納
の
よ
う

に
残
っ
た
も
の
に
か
か
る
徴
収
は
難
し

い
こ
と
、
現
在
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
に
か
か
る
滞
納
処
分
を
差
し

控
え
て
い
る
こ
と
を
加
味
し
、
徴
収
率

を
低
め
に
設
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
よ
り
大
き

い
４
億
円
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い

く
考
え
か
伺
い
た
い
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組
み
と

し
て
は
、
市
内
事
業
者
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
引
き
続
き
返
礼
品
の
拡
充

に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
は

情
報
発
信
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
各
種

イ
ベ
ン
ト
で
の
Ｐ
Ｒ
や
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
の
掲
載
内
容
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

主
力
の
旅
行
ク
ー
ポ
ン
券
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
寄
附
を
い
た
だ
い
た
方
へ
の

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
配
信
す
る
な
ど
、

積
極
的
に
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

浦
安
市
ふ
る
さ
と
づ
く
り
推
進

協
議
会
運
営
費
補
助
金
９
５
０
０

万
円
に
つ
い
て
、
内
容
を
伺
い
た
い
。

　

ふ
る
さ
と
づ
く
り
推
進
協
議
会

へ
の
補
助
金
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と

づ
く
り
推
進
協
議
会
に
お
け
る
事
業
の

内
訳
と
し
て
、
花
火
大
会
等
に
約
９
０

０
０
万
円
、
花
い
っ
ぱ
い
運
動
に
２
８

０
万
円
、
市
民
憲
章
等
普
及
事
業
に
15

万
円
、
催
物
備
品
購
入
事
業
に
１
７
０

万
円
、
そ
の
他
の
消
耗
品
や
印
刷
製
本

費
等
に
35
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
も
の

で
あ
る
。

　

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
推
進
経

費
に
つ
い
て
、
山
武
市
に
充
て
ら

れ
る
５
０
０
万
円
の
使
途
を
伺
い
た
い
。

　

５
０
０
万
円
の
う
ち
３
０
０
万

円
を
森
林
整
備
に
充
て
る
予
定
で
、

面
積
と
し
て
は
５
年
間
で
約
８
・
４
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
森
林
整
備
に
つ
い
て
、
千

葉
県
お
よ
び
山
武
市
と
の
間
で
協
議
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

残
り
の
２
０
０
万
円
に
つ
い
て
は
、

整
備
対
象
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材
を
利

用
し
、
山
武
市
で
加
工
し
た
木
製
品
を

調
達
す
る
た
め
に
充
て
る
考
え
で
あ
る
。

　

墓
地
公
園
墓
所
墓
碑
撤
去
費
等

補
助
金
に
つ
い
て
、
新
設
理
由
お

よ
び
件
数
の
見
込
み
を
伺
い
た
い
。

　

墓
所
の
返
還
を
し
よ
う
と
す
る

使
用
者
の
負
担
軽
減
を
目
的
に
、

墓
所
等
の
撤
去
に
要
す
る
費
用
に
つ
い

て
助
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
件
数
と
し

て
は
１
件
15
万
円
を
上
限
と
し
て
20
件

を
見
込
ん
で
予
算
計
上
し
て
い
る
。
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問問

問問問

問問問

問問問問

答答答

答答答

答答

答答答 答

答答答答

答答答答

　　令和４年度各会計予算の総額は961億2700万円です。

　各常任員会において、当局との間で具体的な質疑応答が行われ、その

審査結果を３月11日の本会議で各常任委員長から報告し、原案通り可決

しました。

　ここでは、主な質疑およびその答弁の要旨を掲載いたします。

予算予算のの審査審査

総

務

常

任

委

員

会

総

務

常

任

委

員

会

都
市
経
済
常
任
委
員
会

都
市
経
済
常
任
委
員
会

教
育
民
生
常
任
委
員
会

教
育
民
生
常
任
委
員
会
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本
号
は
、
第
１
回
定
例
会
に
つ
い
て

編
集
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

お
気
づ
き
の
点
や
ご
意
見
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

　

浦
安
市
猫
実
一
丁
目
１
番
１
号

　

浦
安
市
議
会
事
務
局

☎
（
７
１
２
）
６
７
８
８

FAX
（
３
５
１
）
１
１
４
０

う
ら
や
す
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

委
員
長　
　
　

一
瀬　

健
二

副
委
員
長　
　

吉
村　

啓
治

　

芳
井　

由
美　
　

毎
田　

潤
子

　

深
津　

徳
則　
　

斉
藤　
　

哲

  gikaijimukyoku@city.urayasu.lg.jp

【
反
対
】

　

一
般
会
計
予
算
は
、
事
業
の
検
討
調

査
に
お
い
て
正
規
職
員
を
減
ら
す
一
方

で
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
へ
の
委
託
が

多
い
が
、
調
査
・
検
討
を
外
部
委
託
せ

ず
市
職
員
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
の

状
況
を
把
握
し
改
善
へ
奮
闘
す
る
力
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
計
画
で
は
、

個
人
情
報
が
本
人
の
同
意
な
し
に
収
集
、

活
用
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
情
報
保
護
条

例
の
緩
和
、
撤
廃
の
動
き
が
あ
る
。
駐

車
場
の
有
料
化
に
お
い
て
は
、
運
動
公

園
や
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
な
ど

か
ら
厳
し
い
批
判
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
反
対
す
る
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
、

子
ど
も
の
均
等
割
額
を
軽
減
す
る
一
方

で
保
険
税
の
引
上
げ
が
あ
り
、
市
民
に

負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
は
、
75

歳
以
上
の
医
療
費
が
窓
口
負
担
引
き
上

げ
へ
の
対
策
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
反
対
す
る
。

【
賛
成
】

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
税
収
減
に
緊
張
感

を
持
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
中
で
、
事
業
の
実
施
時
期
や
実
施
計

画
の
修
正
も
検
討
の
上
、
総
合
計
画
に

掲
げ
ら
れ
た
「
す
べ
て
の
市
民
が
幸
せ

を
実
感
で
き
る
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け

て
努
力
さ
れ
編
成
さ
れ
た
予
算
で
あ
る

こ
と
を
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
確
認

し
た
。

　

ま
た
、
地
域
全
体
で
子
ど
も
た
ち
を

育
む
体
制
と
し
て
の
浦
安
型
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
実
践
、
給
食
費
無
償

化
へ
の
取
り
組
み
、
東
京
芸
術
大
学
と

の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
サ
テ
ラ
イ
ト
設

置
な
ど
に
よ
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
の

実
現
、
森
林
を
有
し
な
い
本
市
が
ゼ
ロ

カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
を
実
現
す
る
た
め
の

カ
ー
ボ
ン
オ
フ
セ
ッ
ト
事
業
の
開
始
、

浦
安
駅
の
ホ
ー
ム
ド
ア
設
置
な
ど
、
総

合
計
画
に
お
け
る
基
本
目
標
に
沿
っ
た

主
な
政
策
に
つ
い
て
も
評
価
し
、
賛
成

す
る
。

【
反
対
】

　

令
和
４
年
度
一
般
会
計
予
算
に
反
対

す
る
。
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
ゼ
ロ

ベ
ー
ス
で
全
て
の
事
業
を
再
検
証
し
て

新
年
度
予
算
を
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て

は
理
解
し
、
市
民
に
寄
り
添
う
た
め
に

小
学
６
年
生
と
中
学
３
年
生
の
学
校
給

食
費
無
償
化
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
大

い
に
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
市
内
４

公
園
駐
車
場
料
金
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
は
市
民
へ
の
説
明
不
足
が
否
め
ず
、

新
た
な
市
民
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
へ

の
配
慮
不
足
は
こ
の
問
題
に
限
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
市
の
姿
勢
そ

の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
入
札
改
革
に
つ
い
て
は
、
透

明
性
確
保
の
た
め
の
相
互
供
給
や
再
委

託
に
お
け
る
指
針
作
成
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
た
跡
が
な
い
な
ど
、
対
策
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
度
に

こ
の
点
を
庁
内
で
徹
底
的
に
検
討
し
て
、

令
和
５
年
度
の
新
年
度
予
算
に
は
し
っ

か
り
と
し
た
方
針
を
出
す
こ
と
を
期
待

す
る
も
の
で
あ
る
。

【
賛
成
】

　

厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
る
一
方
で
喫

緊
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
が
山
積
し
て

い
る
中
、
全
歳
出
経
費
の
再
検
証
や
優

先
度
を
見
極
め
た
編
成
に
よ
り
、
令
和

３
年
６
月
補
正
後
の
予
算
に
比
べ
て
全

会
計
総
額
で
０
・
７
％
の
減
と
な
っ
て

お
り
、
全
庁
を
あ
げ
て
の
各
予
算
編
成

に
向
け
た
取
り
組
み
に
敬
意
を
表
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

街
の
再
構
築
に
あ
た
り
、
市
民
と
共

に
創
る
「
共
創
」
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
と
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
顕
著

に
な
っ
た
課
題
、
そ
れ
以
前
か
ら
山
積

し
て
い
る
課
題
、
変
化
の
著
し
い
社
会

環
境
へ
の
対
応
や
市
民
ニ
ー
ズ
が
高
い

事
業
な
ど
、
厳
し
い
財
源
の
中
で
優
先

順
位
を
つ
け
、
市
民
ニ
ー
ズ
や
政
策
効

果
が
高
い
も
の
に
取
り
組
む
姿
勢
を
評

価
す
る
。

　

ま
た
、
歳
入
に
お
い
て
も
、
市
税
減

収
が
見
込
ま
れ
る
中
で
細
か
く
手
を
打

ち
財
源
創
出
が
図
ら
れ
て
い
る
な
ど
の

工
夫
を
評
価
し
、
賛
成
す
る
。

◇ 

令
和
４
年
度 

当
初
予
算
に
対
す
る
討
論 

◇

ウクライナ人道危機に対する支援として、支援金を送りました。

　ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、多くのウクライナ国民の生命と尊厳、お

よび生活が脅かされていることを受け、浦安市議会として支援するため、全議員（20名）

から任意で支援金を集め、集った支援金21万円を、令和４年３月14日、在日ウクライナ

大使館指定の口座へ振り込みました。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を強く非難し、

世界の恒久平和と安寧を求める決議

　去る２月24日、我が国を含む国際社会が自制を求める中、

ロシアはウクライナへの一方的な軍事侵攻を開始した。この

ことによりウクライナ国民に被害が拡大し、戦闘によって多

くの人々の生命と尊厳、及び生活が脅かされている事態は、

憂慮に堪えない。

　ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、一国の主権を侵

害する明白な国際法及び国連憲章違反であり、一方的な力に

よる現状変更は、これまでの国際秩序及び平和を著しく侵害

する行為である。

　その上、プーチン大統領は核使用をもちらつかせ、国際社

会への恫喝を繰り返している。我が国は唯一の被爆国であり、

さらに、本市は、「非核平和都市宣言」を掲げている。核の

使用は死と壊滅的な結果しかもたらさず、核による恫喝は断

じて許すことが出来ないものである。これらロシアによる主

権侵害、核による恫喝、そして民間人を含む殺戮などの一連

の行為は、平和と安寧を願う全世界の人々の思いを踏みにじ

る行為であり、一切容認するることが出来ない暴挙であると

ともに、現在の事態は欧州にとどまらず、我が国が位置する

アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極め

て深刻な行為である。

　よって本市議会は、ロシアによる侵略行為及びプーチン大

統領の言動を最も強い言葉で非難し、ロシア政府に対し、直

ちに攻撃を停止し、展開しているすべての部隊を即座に撤収

するよう強く求める。

　本市議会は、改めて世界の恒久平和と安寧を願うとともに、

ウクライナ及びウクライナ国民と共に我々もあることを表明

する。

　以上、決議する。

令和４年３月４日

浦　安　市　議　会

◇  

可
決
し
た
発
議 

◇

うらやす議会だより 第 185 号 2022 年（令和４年）５月 15 日 8


